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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年１０月１６日（月）午前１０時    開会 

                午後 １時３４分 閉会  

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 水谷   毅 副委員長 安 藤  薫   委  員 藤浦 雅彦 

  委  員 楢村 一臣 委  員 三好 俊範   委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正  教育長 箸尾谷知也 

教育次長兼教育総務部長 北 野 人 士  同部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎 

総務課長 溝 口 哲 也 

  次世代育成部長 前 馬 晋 策  こども教育課長 浅 田 明 典  

  上下水道部長 山口 猛  同部理事 石 川 裕 司 

  同部参事兼経営企画課長 末 永 利 彦  同部参事兼料金課長 林 彰彦 

  水道施設課長 樫 本 宏 充   

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局総括主査 香 山 叔 彦  

同局書記 渡 部 真 也 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第５９号 平成２９年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

  議案第６５号 摂津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例及び摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第６６号 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の 

条例制定の件所管分 

  議案第６７号 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

条例制定の件 
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議案第６０号 平成２９年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号） 
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（午前１０時 開会） 

○水谷毅委員長 ただいまから文教上下

水道常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。何かと

行事の多い中、本日は、文教上下水道常任

委員会をお持ちいただきまして大変あり

がとうございます。 

 先ほどもお話ありましたけれども、今回

から常任委員会の構成が少し変わりまし

た。また、皆さん方にはいろいろお世話を

かけますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 後になりましたが、正副常任委員長、ご

就任おめでとうございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

きますが、何とぞ慎重審査いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 一旦退席させていただきます。 

○水谷毅委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、藤浦委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおりに行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 議案第５９号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 今回から初めてですの

で、よろしくお願いします。 

 それでは、議案第５９号について、一般

会計補正予算書に基づいて質問させてい

ただきます。 

 まず、３ページ、債務負担行為の補正で

あります。上から四つ目ですね、学校給食

調理業務等委託事業についてですけども、

先日、中学校給食に関するアンケートにつ

いて見させていただきました。その中で、

選択制給食を選んでいるのが、全体で４．

９％ということで、私は委託事業の中身に

ついてはわからないんですけども、４．

９％という数字から見ると、やっぱり市の

ほうか業者のほうの採算性についてどう

なのかなという疑問があります。 

 平成２９年度で契約が終了すると思う

んですけども、次年度からの３年間、平成

３０年度から平成３２年度の３年間に向

けて、そのあたりがどういう感じでされて

いるのかということを、まずお聞かせいた

だきたいと思います。 

 その次ですけども、第２表の変更の部分

についてですが、民間保育所等施設整備事

業が４億６，７６５万３，０００円から２

億７，４５５万６，０００円に減ったとい

うことで、約１億９，３００万円ほど減額

するという形であります。 

 中身として、一般会計補正予算書の１５

ページの一番上、児童福祉施設整備費補助

金について、２億４，５４４万６，０００

円の部分の歳出があります。平成２９年度

への前倒しかなと思って見ていたんです

けども、１億９，３００万円の減額に対し

て、整備費補助金が約２億４，５００万円

あるというところで、このあたりの内容に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 
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 続きまして、同じく１５ページの一番右

下に過年度分国庫返還金の内容がありま

すので、その国庫返還に当たって、何年度

分の歳入でどういった内容のものなのか

というのを、まずお聞かせいただきたいの

と、返還金が生じた理由についてお教えい

ただきたいと思います。 

 １回目は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、楢村委員から

のご質問にお答えさせていただきます。 

 一般会計補正予算書の３ページの債務

負担行為の補正についてのご質問でござ

います。学校給食調理業務等委託事業は、

平成２７年６月から３年間の契約でスタ

ートし、その契約の更新時期を迎えるとい

うことで、今回、新たに平成３０年度から

平成３２年度までの契約期間で、限度額８，

７００万円で補正予算案を計上しており

ます。 

 業者の採算性についてという内容のご

質問でございます。現在、契約を結んでお

ります高槻給食とは、当初の目標設定とい

たしまして、目標喫食率３０％で契約を結

んでおりまして、単価契約で、１食当たり

の単価２９０円、税込み３１３円で契約を

結んでおります。 

 現在、アンケート結果で選択制給食は平

均で４．９％の喫食率ということで、採算

ラインといたしましては、現在の業者から、

大体２０％以上の喫食率がないと、採算ラ

インには乗らないというようなお話も聞

かせていただいております。 

 喫食率につきましては、我々も少しでも

多くの方に食べていただくように、これま

で改善等も実施させていただいておりま

す。今回、更新に向けて、複数の業者にも

お声かけさせていただいておりまして、見

積もり等もいただいております。現行は

５％、そして今後は、１０％という目標を

掲げてやっていきたいと思っております。 

 アンケートの中では、家庭弁当や選択制

給食以外の方で、コンビニやスーパーで弁

当であったり、おにぎりやパンを購入され

ている方が５校平均で約５％の方がいら

っしゃいますので、我々といたしましては、

このコンビニ等で購入しておられる５％

の方に改めて焦点を当てて、栄養バランス

のとれた安心・安全な中学校給食を何とか

食べていただきたいということで、目標も

１０％という形で、継続させていただきた

いとは思っております。 

 ですので、採算性という部分では、現行

の喫食率が正直なところ、難しいというよ

うに感じておりますけども、業者のほうで

は、現行の５％であったり、今後、１０％

という中で、採算に見合う単価を仮見積も

りという中では出していただいておると

ころでございます。 

 そのような数字を参考にさせていただ

きまして、今回、８，７００万円の債務負

担行為、３年間で計上させていただいてお

るものでございます。 

 次に、一般会計補正予算書の１５ページ

に係るものでございます。こちらの過年度

分国庫返還金についてでございますけれ

ども、こちらは、平成２７年度に耐震補強

工事、または大規模改修工事を実施しまし

たが、国の学校施設環境改善交付金に係る

ものでございます。 

 平成２７年度、鳥飼小学校ほか６学校、

小中学校において実施させていただいて

おりますけれども、その中で、鳥飼小学校

と第四中学校に係る交付金の分の申請で

誤りがございまして、その分を大阪府から
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２，２１７万円、過分に請求があったとい

うことで、今回、この分の誤りを訂正させ

ていただきまして、返還をさせていただく

ものでございます。 

 具体的に申しますと、鳥飼小学校におい

て、耐震補強工事を実施したわけでござい

ますけれども、仮設校舎をグラウンドに建

てております。仮設校舎に係るものといた

しましては、耐震事業としての交付金とし

て認められておるんですけれども、それ以

外にもトイレの改修であったり、外壁の改

修等、それぞれ交付金の中でメニューが細

かく分かれておりまして、トイレで申しま

すと、大規模改造事業で、防災機能強化事

業というものもございます。 

 先ほど申しました仮設校舎に係る交付

金につきましては、地震補強の事業の対象

になるんですけれども、その部分を誤って、

大規模改造事業と防災機能強化事業、それ

ぞれ別の工事内容に係るものに誤って計

上していたということで、これはもちろん、

担当職員と大阪府の施設財務課の職員で

何度か事前のチェックをし、やりとりをさ

せていただくんですけれども、その部分で

誤りがあったということで、最終的に精算

報告を上げさせていただいた際に、大阪府

の担当の方から、指摘を受けまして、今年

度にその分を返還させていただく手続で

今、進めさせていただいておるものでござ

います。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、債務負

担行為の変更の理由についてご答弁申し

上げます。 

 この債務負担行為ですけれども、民間保

育所などの施設整備に対する補助金でご

ざいます。山田川公園内の保育所等の整備

と、正雀ひかり保育園の建て替えに対する

補助金でございます。 

 このたび、国の補助金の基準額が引き上

げられたこと、また、施設整備が認定こど

も園として整備することになったことに

より、文部科学省の補助金の活用が可能と

なりました。こうしたことから、債務負担

行為額の増額とする必要がございました。 

 しかしながら、国からの通知により、２

か年にまたがる工事につきましては、当初、

活用を予定しておりました補助金ではな

くて、別の補助金を活用するよう国からの

通知がございました。これによりまして、

年度ごとに工事の出来高に対する国から

の補助金を受けて、民間事業者に補助金を

交付する必要がございます。 

 このたびの一般会計補正予算書９ペー

ジに歳入の予算、それから、１５ページに

歳出の予算を計上しております。これによ

りまして、債務負担行為額は増額する予定

でございましたが、このたび、歳出予算を

計上しております額を差し引いた額に変

更したものでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 まず、学校給食の部分な

んですけども、説明いただきまして、コン

ビニ、スーパー等での弁当やおにぎりやパ

ンの分でというところが５％あるという

ことで、そこをふやしていきたいというお

話があったと思うんですけども、足しても

まだ１０％というところがありますので、

何かそのほかの手段で、それ以上ふやせる

努力というか、やっていきたいという部分

があれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 過年度分の返還金の件についてですけ

ども、事務的なことで、それぞれ三つの事

業の項目に重複してやったということで
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ありましたけども、担当者と府の担当だけ

でやりとりするというわけではないと思

いますので、当然、決裁を上げてという話

もあると思いますんで、その辺については、

しっかりそういうことのないように、でき

るだけ注意をしていただきたいと思って

います。 

 整備費の補助金の分についてなんです

けども、もう一つ、言い忘れていたんです

けども、教育・保育給付費負担金というの

は、民間施設整備事業の中身にかかわるも

のであるかわからないんですけど、内容に

ついて、これは別物なのか、どういったも

のなのかも含めてお聞かせいただきたい

と思っています。 

 ２回目は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 楢村委員からの２回目

のご質問にお答えいたします。 

 中学校給食のアンケート結果でも申さ

せていただきましたけれども、コンビニや

スーパー等で購入されておられる方、残り

５％ほどいらっしゃるということですの

で、こちらの方にも焦点を当てていきたい

ということではございますけども、それ以

外にも当然、家庭弁当、毎日、なかなかご

家庭のご負担もあろうかと思います。そう

いった中で、週に１回でも、それ以上でも、

安全で栄養バランスのとれた中学校給食

を少しでも食べていただけるように、我々

としては、今後も改善を行っていきたいと

思います。 

 毎月、献立改善を実施させていただいて

おります。また、予約システムの中でこれ

まで１万８，０００円と６，０００円の払

込票の単位であったんですけれども、経済

的に困窮な家庭の方からは、やはりそこが

ハードルが高いといったようなご意見も

いただいておりましたので、３，０００円

の払込票も今年度から実施をさせていた

だいております。 

 また、試食会につきましても、今年度は

１年生のクラスの方に、全員で食べていた

だくといった試食会も実施させていただ

いております。また、試行的ではございま

すけれども、当日販売を先般も実施させて

いただきまして、一定数、申し込みもいた

だいたところでございます。 

 そのような形で、今後も改善をさせてい

ただく中で、１人でも多くの方に中学校給

食を食べていただきまして、先ほど目標喫

食率１０％と申しましたけれども、それ以

上の数字を目指していきたいと思ってい

ます。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 教育・保育給付費

負担金の増額の理由についてご答弁申し

上げます。 

 先ほどの児童福祉施設整備補助金とは

別の要因になります。この教育・保育給付

費負担金は、民間保育所に対する運営費の

負担金になります。今年度に入りまして、

保育士の処遇改善を図るため、国の基準等

が改正され、賃金の改善が行われることに

なりました。それに伴い、民間施設に交付

する負担金が増額となりましたことから、

このたび、予算計上するものでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 学校給食の委託事業の

部分については、これからも喫食率の向上

に向けて取り組んでいただけたらと思っ

ています。 

 あと、教育・保育給付費負担金、運営費

の負担金という話があったんですけども、
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運営費の負担金であれば、歳出だけでなく、

歳入のほうも生じてくるのではないかな

と思いますので、その辺についてお聞かせ

ください。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 国庫等の歳入に

ついてのご質問にご答弁いたします。 

 今回の保育士の処遇改善に伴う増額に

対する国・府の負担金につきましては、今

年度に給付費の精算を行いまして、来年度

に入ってくる予定となっております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ございませ

んか。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 アンケートについて、も

う少し補足でお聞きしたいんですけども、

まず、アンケートの結果を見たときに、１

年生の方々が比較的食べたいとか、食べて

いる方が多いと思うんですけども、先ほど、

１年生の方に試食をされているとお聞き

しましたけども、大体どれぐらいの時期に

食べてもらっているのかということと、ア

ンケートが、今、食べていない方のみに聞

かれていたと思うんですけども、これは個

人的な希望でもあるんですけども、喫食率

を上げていくためには、今食べられている

子にどういったところが利点というか、好

ましくて食べているのかと、あと、どうい

う改善点が必要なのか、実際食べている子

なら、常々思っていることもあると思いま

すので、そういったところももう一度、今

後は考えていただけたらと思っていると

ころでございます。 

 質問については、最初の試食会を大体い

つごろにされているのかを教えていただ

きたいです。 

○水谷毅委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 三好委員からのご質問

にお答えいたします。 

 中学校給食で、１年生の方対象に試食会

を９月に実施させていただいております。

また、１０月にも実施させていただいてお

りまして、平均喫食率が約５％ということ

なんですが、比較的喫食率が低い安威川以

南の学校を中心に実施させていただいた

ところでございます。 

 また今後、小学校６年生の方が、来年度

中学校に上がるまでに、体験入学という機

会もございますので、その機会をとらえて、

小学校６年生の方にも試食会を実施し、全

員の方に食べていただく形で予定をして

いるところでございます。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 正直、９月、１０月とい

うのは、もう学校にもなれてしまって、お

弁当というのになれてしまう時期かなと

いうように僕には思ってしまったんです

けども、小学校の間にそういった、一度試

しに機会を与えていただけるというのが、

すごく子どもにとっても選択肢がふえる

ことだと思いますので、今後もそのような

形で続けていただけたらありがたいと思

います。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ありません

か。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私も、まずは債務負担

行為につきましてお聞かせをいただきた

いと思います。 

 今、楢村委員もおっしゃっておられて、

また、三好委員も触れておられたんですけ

れども、中学校給食について、いろいろと

ご説明をいただきました。業者の立場から
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すると、喫食率２０％といったものが、採

算性を考える際の一つのベースなんだよ

という話がありました。その中で、喫食率

の目標、１０％に設定しているというとこ

ろなんですね。 

 業者の立場からすると、そしたら、２

０％を目標にしてくれよというところが

出てくるのかなと思いますが、中学校に通

っている生徒の昼食の状況を考えている

と、１０％というところだろうと思うんで

す。そのところから出されてきた、そうい

った目標数値なんだろうなと思います。 

 １０％という数字をどのように考えて

いくのかということが、私は非常に大きな

ポイントじゃないかなと思っています。こ

れは、あくまでも参考資料になりますけれ

ども、私もアンケート調査を拝見させてい

ただきました。このときに、教育委員会と

してどこに視点を置いて、子どもたちの昼

食のあり方を考えていくのかというとこ

ろが、非常に大きなポイントになるのだろ

うなと思います。 

 具体的に申し上げますと、要は、子ども

たちがご家庭でしっかりとつくっていた

だいた弁当を持参しているということに

ついては、教育委員会としてはあるべき姿

だろうととらえていると思うんです。 

 そういったことを考えたときに、子ども

たちの昼食のあり方として、どういったと

ころに問題点を持って、今回のこの目標数

値を出されたのか、少しこの点について、

ざくっとした話になってしまいますけれ

ども、まずはお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、民間保育所のことにつきまし

ては、楢村委員の質問の中でよく理解でき

ました。最後にお聞かせいただきたいのが、

一般会計補正予算書の１６ページ、１７ペ

ージにかかわる教育振興費でございます。 

 今回の補正額については、私は、かなり

高額といいますか、多くの補正を計上され

ているなと感じております。これが、いわ

ゆる就学援助の認定者数に係るものなの

か、それとも、認定者数はそう変わらずに、

恐らく３割程度の認定率ではなかったか

なと思っていますが、その中身について、

給付が変わってきたということで計上さ

れているのか、その点についてお聞かせを

いただきたいと思います。 

 それと、これは関連になってきますけれ

ども、中学校給食の喫食率の関係と、この

いわゆる就学援助の関係といったものは、

私は少し相関関係があるんじゃないかな

と思っています。 

 要は、中学校給食については、就学援助

の対象が外れていますよね、そういったと

ころが、喫食率とも関係してくるのかなと

思うんですけれども、教育委員会としての

ご見解も、この際、お聞かせいただきたい

と思います。 

 以上でお願いします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 嶋野委員からの中学校

給食についてのご質問でございます。先ほ

どの楢村委員からのご質問の中とも関連

いたしますけれども、今回、先ほど目標喫

食率、現状に即した形では１０％をまず目

標にすべきかというようには考えており

ます。 

 導入前にアンケートであったり検討委

員会等が実施されておりましたけれども、

その中で、当時、中学校に食堂であったり

購買部、パンやジュース等を売っておられ

て、それを利用されている方が、その当時

の生徒の方の平均で２０％程度、学校によ
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っては若干、ばらつきがありますけども、

そのぐらいの方が利用されておられたと

いうこともございました。 

 また一方で、家庭からお弁当を持ってこ

られている方につきましては、家庭弁当の

教育的な効用といったことも議論はされ

ておりました。当然、家庭弁当を望まれる

多くの保護者の方もいらっしゃったのも

事実でございます。 

 そういった点、我々もいろいろ、全員喫

食で自校方式、センター方式等、いろいろ

検討はさせていただきましたけれども、最

終的にはそのような家庭からお弁当を、い

ろんな事情があって持ってきていただけ

ていない方に、まずは焦点を当てて、その

方々に安全で栄養バランスのとれた給食

を食べていただきたいということで、デリ

バリー方式選択制の中学校給食を導入決

定したという経過がございます。 

 業者のほうの採算性につきましては、当

然、利潤を追求して、業者は営業等されて

おられるわけですけれども、現実的に本市

の中学校給食の状況を考えますと、やはり

５％、また１０％を目標にした形での、業

者にとっても何とか採算ラインに乗る数

値で今、見積書等も出していただきまして、

これからプロポーザルの審査に向けて進

めていきたいとは考えております。 

 あと、就学援助の適用についてのご質問

でございます。これも、いろいろ議論はこ

れまでさせていただいておりますけども、

我々の現在の考え方といたしましては、や

はり選択制であるということもございま

すので、公平性の観点から、中学校給食に

は就学援助を適用しないということで考

えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 要保護及び準要

保護児童に対する扶助費の件についてお

答えします。 

 今回、この内容につきましては、新入学

生徒の学用品費の就学援助費となってお

ります。平成２８年度末で認定を受けてい

る方というのが、小学校で２７．４％、中

学校で２８．１％、全体では２７．６％と

なっている状況でございます。 

 今回、就学援助の国庫補助が平成２９年

３月に見直しをされまして、入学準備金は、

これまで新中学１年生につきましては、２

万６，８６０円から今回、４万７，４００

円、約倍近く、単価が上がっておりまして、

そのことによって、就学援助率というのは、

年々下がってきておりますけども、単価の

見直しがあったことによりまして、９８６

万円の補正とさせていただいているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、債務負担行為の

中学給食のことから触れさせていただき

たいと思いますが、私は単純に、今回の喫

食率１０％という話をお聞かせいただい

たときに、このアンケート調査を少し拝見

をさせていただいたんですよ。見ておりま

すと、現在、中学校の生徒で、家庭弁当を

全体として選んでおられる方、８９．７％

おられるわけですよね。 

 ということは、これ以外の方は、中学校

給食をとっていただくと、簡単に言うと、

このアンケート調査で言うと、１番と２番

以外は該当しないような姿を目指してお

られるからこそ、１０％という目標数値を

設定されたのかなというように思いまし

た。 

 それであるならば、私は妥当な目標数値
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じゃないかなというように思っておりま

す。そういった視点から、この１０％とい

う数字を持ってこられたのか、今、中学生

のお子様を持つご家庭の環境ということ

も考えておられるという話がございまし

たけれども、私は、これはやっぱり１番と

２番のみが存在するような形が、より望ま

しいのかなと思っておりますので、そうい

った視点からの数字なのかということに

ついて、再度お聞かせをいただきたいと思

います。 

 それから、就学援助のお話について、よ

くわかりました。認定率の数字をお聞かせ

いただくと、若干、減ってきている傾向に

あるのかなというように思います。 

 しかし、その一方で、単価について、相

当な上がりがあるということで、今回の補

正になったと思います。この点については、

よく理解できましたけれども、これからも、

就学援助認定率は、下がっていくというよ

うなお考えを教育委員会としてお持ちな

のか、その点について、最後、お聞かせい

ただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 嶋野委員からのご質問

にお答えいたします。 

 確かに、アンケートの結果、このような

形で９０％の方が家庭からのお弁当で、そ

れ以外の方が約１０％ということですの

で、我々といたしましても、当然、先ほど

申しました家庭弁当の効用といったもの

も一定理解をさせていただいております

ので、それを否定するものでございません

ので、それ以外の形で昼食をとっていただ

いている方に対して、やはり栄養バランス

のとれた昼食をとっていただきたいとい

うことで、今回、現実にも即した形での目

標設定をさせていただいたということで

ございます。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 今後、就学援助率

が下がっていくのかどうか、どうなるのか

というところで、見解ですけども、今回、

下がっておる要因としまして、経済状況の

好転によって、個人所得が伸びているとい

うことも一定言われておりますので、今後

もやはりそういう外的な要因といいます

か、そういうところが大きく左右されてく

るかなと思っておりますので、その辺の状

況によって、上がったり下がったりするこ

とは考えられるのかなと思っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ３回目は要望とさせ

ていただきたいと思いますけれども、今、

課長にご答弁いただいたように、私もやは

り、家庭弁当といったものは、非常に教育

的な観点からも意味があると思っていま

す。それは、教育委員会としても触れてお

られましたし、また、議会としても触れて

おられる方がおられましたけれども、やは

り家庭の愛情の詰まった愛情弁当といっ

たものに意味があるんだと、特に思春期の

子どもたちのことを考えると、そういった

ところに大きな意味があるんだというこ

とについては、私も理解をしております。 

 それと、私の中では意外やったんですけ

れども、中学生の娘がおりまして今、家庭

弁当を持っていってるんですけれども、自

分でつくるんですね。前の日の晩に、全部

ではありませんけれども、おかずをいくつ

か、自分でつくるんですよね。 

 そういう姿を見ていますと、ああ、なる

ほどなと。ある意味、家庭科の授業の実践

版というのはあるのかなと思いましたの

で、私はいま一度、家庭弁当といったもの
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の意味といったことについても、また広い

視点で、教育委員会としてもとらえていき

ながら、中学生の食のあり方という問題に

ついても、いろいろな方向から、ぜひ検討

していただきたいなというように思いま

す。決して、目標の喫食率といったものが

先行しないような形で、今後の中学校の食

のあり方という問題についてお考えいた

だきたいなと思います。要望として申し上

げたいと思います。 

 それから、就学援助のことについてはわ

かりました。正直申し上げまして、認定率

について、私は若干上がっているのかなと

いう勝手な思い込みをしておったんです

けれども、若干下がっているということで

ございます。今後、どのような景気の流れ

があるのかということについても、非常に

大きく左右される問題だというように思

っておりますので、しっかりその点もよく

よくごらんをいただきながら、我が摂津市

における就学援助のあり方ということに

ついても、基準を含めて、いろいろな角度

から考えていただきたいということを要

望として申し上げて、終わらせていただき

ます。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ありますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、各委員からも質

問がありましたが、改めてお伺いしておき

たいと思います。 

 一つは、債務負担行為で先ほどからも議

論がありました中学校給食調理業務等委

託事業、３年間の債務負担行為が計上され

ております。２段階に分かれています。３

年契約で、調理業務等は３年間で８，７０

０万円の債務負担、予約システムのほうは

３年間で３，３００万円という債務負担行

為となっております。 

 これは、中学校給食が始まったのは、今

から３年前の６月からということで、３年

前の議会でも債務負担行為が組まれまし

た。その当時の債務負担行為の額と比較し

たときに、調理業務の分については、もち

ろん、６月スタートでありましたから、３

年間といっても３４か月をベースにした

債務負担行為、契約を前提とした債務負担

行為でありましたから、減っていることは

理解できるわけですけれども、それでも、

１，９００万円、今回上がっているんです

ね。２８％増になっています。 

 この負担行為額の２８％増について、そ

れから同時に、予約システムのほうについ

ては、これは３６か月ベースで債務負担行

為を組まれていますが、こちらは逆に、２，

１００万円、負担行為額が下がっておりま

す。その点について、最初にお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 それから、同じく債務負担行為の変更に

ついて、これも先ほど三好委員からも質問

がありましたけれども、民間保育所等の施

設整備事業についてであります。 

 こちら、債務負担行為が変更になってい

る理由も先ほどお話がありました。交付金

の求めるところが変わってきたというこ

とで、それから、精算方法が、一括で精算

する分が年度ごとにやるということで、平

成３０年度、一括した債務負担行為額を平

成２９年度の補正と、それから平成３０年

度残りと分けているということでありま

すが、その点、合計しますと、今回、事業

総額が五千数百万円ほど上がっておりま

すので、その点について、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

 それから、続いて、これも教育・保育給

付費負担金の１億２，７５３万７，０００

円、保育士の処遇改善のための国からのお
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金が出てくるということでありますが、保

育士不足というのが非常に大きな社会問

題になっています。待機児童解消は、保育

士をどうやって確保していくのかという

ことと、まずはリンクしている問題だと思

うわけですが、この間も何回か、保育士の

処遇改善の施策や予算等がついてきたか

と思います。 

 この処遇改善のためのお金がしっかり

と摂津市内の保育士の賃上げであるとか、

待遇改善に結びついているのか、その辺に

ついてはどう把握しておられるのか、また、

今回の処遇改善について、実施状況ですね、

どのように実施されていくのかについて

お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、４点目でございますが、これ

は１６ページの教育振興費、就学援助費の

件ですね。要保護、準要保護の扶助費９８

６万円ということで、単価のアップという

ようなご説明もあったんですけれども、こ

の間、小学校、中学校入学時の当初の新入

学のときの負担が非常に大きいと、各自治

体では、子育て支援の大事な就学援助制度

でありますから、入学時の制服代であると

か教材費、スポーツ用品、さまざまなお金

が５万円から１０万円ぐらいかかるもの

が、就学援助費として保護者に支給される

のが、摂津市は頑張っていただいているけ

れども、８月にしか支給されないと。多額

のお金が立て替え払いになっている問題

を取り上げて、全国の自治体では、既に入

学準備金として、入学前に支給されるとい

うような事例を紹介しながら、摂津市にも

求めてきたわけですが、今回、この増額に

ついて、その入学準備金とのかかわりにつ

いて、また、入学準備金の方向性について、

ご説明をいただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、安藤委員から

の中学校給食に係りますご質問にお答え

させていただきます。 

 今回、調理業務等委託料として、３年間

で８，７００万円、システム等委託料で３，

３００万円の同じく３年間での債務負担

行為を計上させていただいております。前

回、平成２７年６月からのスタートという

ことで、３４か月での計上で、今回の債務

負担額が約２８％増になった要因につい

てのご質問ですけれども、先ほども採算ラ

インといったようなご説明もさせていた

だいております。 

 実際に、業者のほうで喫食率５％であっ

たり、１０％であった場合の見積もり単価

を出していただきまして、今、４者程度に

お声がけさせていただいておりますけれ

ども、その中で、当然、債務負担行為です

から、予算の上限というんですか、３年間

での枠を確保するということもございま

すので、そのあたりを考慮いたしまして、

見積額を参考に上げさせていただいた結

果、前回に比べますとふえているというこ

とと、あと、消費税が今後、平成３１年の

１０月に１０％に予定で行けば上がると

いうこともございますので、平成３１年度

の１０月以降は１０％で積算させていた

だいているというところもございます。 

 あと、予約システムに係る分では、前回

の債務負担行為額からは２，１００万円ほ

ど減額となっておるということでござい

ますけれども、調理業務委託につきまして

は、前回同様に今後、金額だけではない、

プロポーザルによる審査を予定させてい

ただいておりますが、予約システムにつき

ましては、デリバリー方式選択制でやって

おられる市町村も参考にさせていただき
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ながら、実際に今、利用されておられる方

につきましては、業者が変わるとまた一か

らそのシステムになじんでいただかない

といけないとか、いろんなことを我々も考

えさせていただきまして、最終的にはプロ

ポーザル審査ではなくて、現在の業者に継

続していただく形がとれればと考えてお

ります。 

 ただ、現在、業者から一定、お話を聞か

せていただいておるんですけれども、この

システムの中身といたしましては、システ

ムの使用料と運営業務という部分で、献立

に係る業務、また予約業務、集金業務等が

主なこの委託料に入ってくるわけでござ

いますけれども、他市も、現在、我々が使

っておりますフューチャーインというと

ころのシステムを一定数、全国的にも利用

されてきておられますので、その分で企業

努力も含めまして、委託料については減額

が可能であるというようなお話も聞かせ

ていただいており、この金額を今回、上げ

させていただいたところでございます。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、まず債

務負担行為の変更についてのご質問にご

答弁申し上げます。 

 事業費総額がふえているということで

ございますけれども、このふえている理由

につきましては、まず、補助金の基準額が

増額となったこと、それから、施設整備の

形態が、認定こども園、幼保連携型の認定

こども園として整備することになったこ

とによりまして、認定こども園の整備補助

金の活用が可能になったことでございま

す。 

 それから、保育士の確保支援、処遇改善

等の質問でございますけれども、本市では

一昨年から、保育士の宿舎借り上げに対し

て、民間保育所等に補助金を交付しており

ます。それから、昨年につきましては、民

間保育所等で保育支援システムを導入さ

れる場合、補助金を交付するといった事業

も実施しております。 

 今後につきましても、引き続き、保育士

の確保、地位について、さまざまな事業支

援を行っていきたいと考えております。 

 それから、処遇改善、今回の処遇改善加

算の分の民間保育所等への支給のあり方

ですけれども、現在、府からの給付の申請

様式がまだ出てないところでございます。

これから、申請様式を出されて、民間保育

所等に申請していただく形になるんです

けれども、支給方法については、今後検討

していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 就学援助の件で

ございます。今回の補正予算計上につきま

しては、まさしく前倒し支給ですね、入学

準備金として前倒し支給の件を考えてお

りまして、補正計上させていただいている

ところでございます。 

 この平成２８年末に文部科学省から通

知がありまして、援助を必要とする時期に

支給が行えるように、入学する年度の開始

前に支給しました新入学児童生徒学用品

費につきましては、今回から国庫補助対象

にできるように補助金の交付要綱の改正

がありました。 

 それを受けまして、本市でも検討した結

果、この平成３０年の４月から、中学生に

なられる子どもの入学準備金につきまし

て、前倒しで実施をしていきたいと考えて

いるものでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 
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○安藤薫委員 給食についてです。先ほど

からもいろいろとお話がありまして、今の

喫食率、平成２８年度の平均喫食率は３．

７％だというような報告をいただいてお

りますが、３．７％では事業者の採算ライ

ンにはとても乗らないと、先ほどのご答弁

の中には２０％、せめて欲しいという中で、

アンケートの結果、１０％というところに

なっているようなことで今までの単価１

食あたり２９０円を上げて、業者に経営的

な負担を、極めて大きな負担をかけないよ

うな形で契約をしたいということでの債

務負担額の増額だというご説明だと思い

ます。 

 この契約の方式をどのように考えてお

られるか、お聞きしたいんですね。中学校

給食導入検討当時は、定額で業者と契約を

するというような検討がなされていたと

思います。しかし、定額で契約を結びます

と、例えば、どこの喫食率のラインで契約

するかというのは非常に問題になってき

ます。 

 当初の目標は３０％でありましたから、

３０％を想定した定額契約を結んだ場合

に、実際に今のように喫食率３．７％でも

３０％分の委託料が入る、それは市民の税

金が業者の利益、丸々、給食をつくってい

ないのに、丸々なってしまうという問題が

起きてしまう。 

 逆に、想定の喫食率よりも多い給食が出

た場合にどう補填していくのかというよ

うな問題があったかと思うんですね。 

 しかし、それを変えて、今回のこれまで

の契約は、１食２９０円、一つの学校でた

った１人しか食べていなくても、摂津市内

五つの中学校で１日５０食ぐらいしか食

べられていない状況であっても、１食２９

０円で契約しますよというような契約だ

ったと思います。 

 この契約が、私も前から指摘していまし

たように、業者は、たとえ１食しかつくら

なくても、調理師をしっかり抱えながら、

衛生管理もしっかりし、輸送もし、配膳員

を置いて対応しなければならないという

ことで、これはとても業務としてやってい

けないということになってきているので

ないかなというように思うんですね。 

 今回、１０％の目標を前提に考えておら

れるのかどうかも含めて、契約はどのよう

にお考えになっておられるのか、今までど

おり単価１食当たり２９０円、これでは安

過ぎるから、単価を上げて契約しますよと

いうのか、１０％を目標にした定額で契約

をするのか、その点を聞かせていただきた

いと思います。 

 それから、喫食率の問題で、アンケート

でいいますと、担任の先生が２日間を抽出

して、子どもたちの様子を見た状況で４．

７％、給食を、選択制給食を頼んでいると

いうことでありましたが、先ほども申し上

げましたように、平成２８年度の平均は３．

７％でありました。目標３０％がどうなの

かという評価の問題もあるかと思います

が、やはりこれは、超低空飛行と言わなけ

ればなりません。 

 初期投資でも約８，１００万円の市税、

それから大阪府の補助金を活用して、子ど

もたちに教育の一環として、そして、給食

の食べられない、お弁当を持ってこられな

い子どもたちにちゃんとした栄養バラン

スのとれた給食を提供していくんだとい

う大きな目標と理念に基づいて始まった

給食でありますから、これは、このままで

はいけないというのは、同じ認識に立って

いるんではないかなというように思うん

です。 
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 改めてお聞きしますが、平成２９年度１

学期平均の喫食率はどうなったのか。いろ

いろな努力をされているというご説明も

ありますけれども、平成２９年度の１学期

平均は幾らか。一番低いところと一番高い

ところ、わかりましたら、教えていただき

たいと思います。 

 続いて、民間保育所の件について、増額

のお話は理解しました。とりわけ、安威川

以北の待機児童の問題というのが深刻で、

９月１日現在の希望する保育園に入れな

い子どもの数が、ネットで見ますと約２２

３名に上っています。厚生労働省への報告、

いわゆる厚生労働省の定義における待機

児童数でいうと８９名ということですね。 

 これが、今回、正雀ひかり保育園が、再

来年の４月には現在の９０名から１８０

名に定員をふやしますよと、それから、健

都におけるマンション開発に伴って、そこ

で１５０名規模を定員の保育施設をつく

っていくということなんです。これが来年

の夏ごろとお聞きしておりましたけども、

現段階の待機児童に対する対応について、

それから、この保育所が二つ定員増される、

新築されて、新しい保育所、保育施設、認

定こども園ができるということについて、

待機児童解消に向けて、どのように効果が

あるとお考えなのか、なければ、どうしよ

うとしているのか、さらなる改善といいま

すか、施策が求められると思いますが、そ

の点をお聞かせいただきたいというよう

に思います。 

 それから、教育・保育給付費負担金で、

処遇改善の補助金が出てくるということ

でありますが、実際にその処遇改善が保育

士にしっかりと行き渡らないことには意

味がないんですね。もちろん、給料アップ

だけが処遇改善と言えるものではないと

思いますが、やはり子どもの命と安全を預

かる大事な保育士、国家資格を持った人た

ちが、専門的な知識を持って赤ちゃんから

小学校に上がるまでの子どもたちを預か

っていく大事な施設で働く保育士の給料

が余りにも低いと、仕事の内容、責任、そ

して、重労働と対比しての賃金が余りにも

低いということで、賃金アップというのが

今、国政上でも大きな課題になっているか

と思うんですね。 

 その中の一環での処遇改善の補助金だ

と思いますが、それがどのようにちゃんと

摂津市内の民間保育所の保育士に反映さ

れているのか、それをきちんと僕は、見て

おかないといけないし、それが反映されて

いない、処遇改善につながっていないので

あれば、もちろん、市としての施策、追加

の施策も考えなければいけないし、基本的

には国にこんな処遇改善ではだめですと

いうことを、声を上げていかないといけな

いと思うんです。 

 これまでの処遇改善、賃貸マンションの

補助というのは、摂津市独自でも頑張って

おられるんですけれども、それがどうだっ

たのか、それから、今回、まだ大阪府の申

請様式が来ていないので、まだこれからだ

ということでありますが、ちゃんと具体的

にこういったものになっていく、処遇改善

になっていくのかどうなのか、今、その点

の把握をされているのかどうなのか、お聞

かせいただきたい。 

 摂津市の民間保育所の保育士の平均賃

金はどれぐらいなのか、それをきちんと把

握した上で、処遇改善を国からおりてきて、

そのまま下に流す、現場に流すということ

では、摂津市としての責任を果たしている

とは思えないので、その点をお聞かせいた

だきたいと思います。 



- 16 - 

 

 それから、就学援助費についてでありま

すが、入学準備金が中学校入学前に、小学

校６年生のうちに支給されるということ

は、本当に大きな前進ではないかと。こと

し４月から入学準備金そのものの単価も

上がりましたので、約倍額になりましたの

で、実際に保護者の方々が負担している額

よりまだ少ないですけども、しかし、大き

な前進をしてきているなというように感

じております。 

 そこで、この入学準備金が入学前に支給

されるということになりますと、どのタイ

ミングで入学準備金が支給されるのか、そ

の点をお聞かせいただきたい。３月、年度

末というのは、転出入の多い時期でもあり

ます。基準日の設定いかんによっては、入

学とその基準日との間に挟まる方も当然

生まれてくる可能性はあると思うんです

ね。 

 そういう場合に、従来の４月の一斉受付

時で８月に支給されている新入学児童生

徒学用品費として、支給が漏れるはざまに

なってしまった方々に、きちんと就学援助

費の新入学生用のお金が行き渡ることが

できるのかどうなのか、その点についてお

聞かせいただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、安藤委員から

の２回目のご質問にお答えいたします。 

 中学校給食の契約方式についての内容

のご質問でございます。 

 現在、この平成２７年度からスタートし

た分につきましては、先ほども申させてい

ただいておりますが、単価契約１食当たり

２９０円で実施させていただいておりま

す。 

 今回の更新に当たりまして、業者にも何

回かお話を聞かせていただいております。

当然、仮見積もりも単価のみでの積算金額、

また単価プラス固定費でも出していただ

いております。当然、市側、業者側それぞ

れ一長一短あろうかとは思います。業者に

とっては単価のみであれば、現在の喫食率

であれば利益がしんどくなる。市から見れ

ば、固定費がつくと単価は下がるんですけ

れども、やはり喫食率が低いと負担が上が

ってしまう。それぞれあるんですけれども、

我々といたしましては、現在、単価契約で

の契約で引き続いて考えているところで

ございます。 

 また、喫食率についてのご質問でござい

ますけれども、平成２９年度の１学期の数

字で申しますと、５校平均での喫食率が４．

５％となっております。平成２８年度から

若干数値が上がっておりますけれども、一

番高いところで申しますと９．１％、低い

学校で申しますと０．７％となっておりま

す。 

 アンケートの中でも、選択制給食をそれ

ぞれ学校別で、学年別で数値を計上させて

いただいておりますけれども、例えば、第

三中学校であれば１年生が１２．６％、こ

れまで低いということであった安威川以

南の学校につきましても、１年生は喫食率

が上がっているということもございます。 

第二中学校に入学予定の当時６年生の鳥

飼西小学校、鳥飼北小学校の児童に体験入

学の機会に全員に食べていただく試食会

を実施したことも一つの要因ではないか

と思っておりますので、引き続き多くの方

に、このような試食会等を通じて中学校給

食のよさをＰＲしていければと思ってお

ります。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、待機児
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童対策についてのご質問にご答弁申し上

げます。 

 来年度には、山田川公園内に保育施設、

それから平成３１年度には正雀ひかり保

育園の建て替えを予定しております。また、

今年度ですね、小規模保育事業の選定を行

いまして、来年４月には１か所開所をする

予定となっております。 

 この小規模保育事業につきましては、現

在、本市の待機児童の中心が０歳から２歳

ということでございますので、来年度以降

も、状況を見ながら引き続き整備のほうを

取り組んでいきたいと思っております。 

 もう一つ、処遇改善に対するご質問でご

ざいます。 

 今回の処遇改善の内容なんですけれど

も、全ての保育士などを対象にしまして

２％の処遇改善を行いまして、保育園等が

保育士などの月給に反映させるというも

のでございます。 

 また、主任保育士や専門リーダーを設け

ることによりましてキャリアパスの仕組

みを構築し、保育士等の処遇改善に取り組

む保育園等に対しましては、処遇改善に要

する費用を法定価格の加算という形で行

われます。保育園等はですね、加算があっ

た分を職員に対して、月額５，０００円か

ら４万円の間で賃金改善をするというも

のでございます。 

 本市としましては、この民間保育園、実

際に処遇改善が行われているかどうかと

いうことにつきましては、年度末に実績報

告を提出していただきまして確認してい

るというところでございます。 

 最後に、民間保育所等の保育士の平均賃

金についてでございますけれども、こちら

のほうにつきましては把握していないと

いう状況でございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 入学準備金の支

給時期についてでございます。 

 現在考えておりますのが、２月１日を基

準としまして、できれば２月末にお支払い

のほうをしたいなと考えております。現在、

認定を受けている小学校６年生の世帯に

対して支給を考えているところでござい

ます。 

 支給時期の変更につきましては、小学校

６年生全員の方に、その変更の内容と、ま

た申請漏れがないかも含めて通知を再度

していきたいと考えております。 

 それと、２月１日以降に転入されてくる

方等、昨年で言いますと、２月中で転入さ

れている方が１人いています。転入者自体

は多いかもしれませんが、もともと就学援

助というものは学籍に基づいてやってお

りますので、ほとんどの子どもが転入され

たとしても、前学校のほうで卒業したいと

いう意向が多く見られますので、ほとんど

の方は前学校のほうで卒業をされるとい

うことで、今のところは２月１日以降の方

についても、転入された方については２月

末までについては考えており、支払いにつ

きましては事務手続上のこともあります

ので、３月支給になろうかと思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 給食についてです。 

 この債務負担行為額の補正予算が通り

ますと、今度、来年４月からの契約という

ことになりますから、これから業者を募集

するということになって、契約のための仕

様書をつくられ公募がかけられていくと

いうことになりますので、ここでどんな仕

様書になるのか、契約の形態はどうなのか
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というのをしっかりとした方針を示して

おいていただかないと、我々議論をする場

がありませんので、改めてお聞きしておき

たいと思います。 

 市としては単価契約、今までどおり２９

０円の額は別にして、１食当たりの契約で

いきたいと。１０％相当、できるだけそれ

に近づけるようなプロポーザルの契約で

というようなことだと思いますが、その仕

様書において単価契約を出しプロポーザ

ル提案をしてくれという場合と、契約の方

法まで提案を求める場合等ありますね、大

分大きな違いがありますね。 

 契約方式、これは手を挙げたところは全

部定額制であれば定額制になってしまう

可能性もありますので、ここはきちんと仕

様書で方針を決定しておいていただきた

いと思うんですが、これは単価契約でよろ

しいんですね、それだけ確認しておきたい

と思います。 

 それから、今回、債務負担行為も上がっ

ておりますので、この間も多くの保護者の

方々から、中学校給食は本当にクラスで１

人食べているか食べていないかというよ

うな状況になっている中で、「本当は小学

校と同じように、みんなで食べられる自校

調理で、あったかい給食を食べられるよう

にしてもらえれば、これは当然ありがたい

です。」という声が圧倒的多数だと思うん

ですね。 

 中学校給食の導入時のアンケートでは、

小学校と同じような給食という前提のも

とで、８割以上の方が保護者の中では中学

校給食を望んでいました。しかし、いざ始

まってデリバリー方式選択制になって、冷

たい給食、量の調整ができない、また予約

のシステムが大変である、就学援助費が使

えない、アレルギー対応が不十分である

等々、小学校の給食と比べると余りにも使

い勝手が悪い子どもたちにも不人気な状

態で、これだったら今までどおり家庭弁当

をつくって、もしくはコンビニの弁当を買

ってもらって子どもたちに食べてもらう

というようなことになっているのが今の

実態じゃないかと思うんです。もちろん、

お弁当をつくりたい、お弁当をしっかり子

どもたちに提供したいというお母さん方

が当然いらっしゃると思いますが、学校教

育委員会のほうが義務教育である中学校

でも小学校と同じように教育の一環とし

て、みんなにきちんと給食が提供できるよ

うにするという、そういう環境を整える。

これはエアコンを設置するのと同じで、子

どもたちが学ぶ環境を教育行政がしっか

り責任を持つという、そこが問われている

んだと僕は思っています。 

 そういう意味では、今回の債務負担行為

は、あくまでも今までのデリバリー方式選

択制というものが大前提で組まれている

中身であります。 

 この間、こういった何度も議論をやって

きておりますので、一朝一夕に学校内に調

理場をつくって、すぐにでもというような

形に、物理的にも、時間的にも難しいとい

うのはよく理解できるわけですが、どうい

う方向に向かおうとしているのか。 

 先ほどのお話であれば、食べていない

方々、子どもたちに聞いて、これだけの

方々が、おうちのお弁当がいいですと、先

生が見てお弁当を持ってきているのが８

９％いるから、残りの１０％でいいという

ようなことであれば、これは中学校給食そ

のものの理念そのものは崩されてしまい

ますし、現に溝口課長を初め教育総務部の

給食の担当の皆さん方が、本来なら給食を

活用して食育をどう発展させていくのか
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ということに力を注がなければいけない

のに、まるであっせん弁当の営業企画の担

当のように、どうやったら食べてもらえる

んだろうかと。努力は認めますよ、そうし

ていただいているのは大事やと思うんで

すけど、手段と目的がごっちゃになってし

まっているんじゃないかなと思うわけで

すね。 

 そういう意味では、このデリバリー方式

選択制の問題、今回も出ているんですけど

も、債務負担額が上がっているわけですか

ら、少しでもそれに近づけるような創意工

夫や改善点があるのかなと思うわけなん

ですが、その点、先ほどご説明していただ

いたほかにありましたら、ぜひ教えていた

だきたいと思います。 

 それで、待機児童の問題ですね。 

二つの園で約２４０名ですね。これは来

年の夏から１５０名、再来年の４月には９

０名増というようなことです。もう一つ、

今、募集しているのは来年の４月なんです

ね。来年の４月オープンの小規模保育事業

所を募集している。これも定員１９名、０

歳から２歳までというようなことでいき

ます。 

 先ほどご紹介させていただいた今の摂

津市の入りたい保育所に入れない、もしく

は３０分以内で通えるような保育園に無

理に、千里丘の方が鳥飼保育所まで行って

いらっしゃる方もいるとお聞きしている

んですけれども、そういう苦労をかけなが

らも行ってもらっている方を、身近なとこ

ろ、希望する保育所に入ってもらうという

のを含めると、もらえてないということを

考えると２２３名の方が現状入れてない。 

 摂津市の課題である０歳、１歳、２歳で

いいますと、その８割から９割が０歳、１

歳、２歳の方々が、現状、入れてないんで

すね。お仕事に復帰したいけどできないと

いうお母さん方が、たくさんいらっしゃる

状況で、これは毎年繰り返されていること

です。 

 もちろん認可保育所をふやしていった

り小規模保育所でもＡ型で頑張っていた

だいているということは大変評価するも

のでありますが、これではとてもじゃない

ですけども、摂津市の子育て支援、働きな

がら子育てがしたいという保護者の皆さ

んの願いに応えることができないと思う

んです。 

 その点について、改めて、部長のお考え

を聞かせていただきたい。どうされるんで

すか。児童福祉法で義務ではなくなってき

たのかもしれませんけど、しかし児童福祉

法はしっかり残されていますから、保育を

必要としている子どもということで摂津

市が２２３名の方を認定しているんです。

あなたは保育所に入る必要がありますと

必要性を認めているのに、入る保育所が現

状ないという状況。 

 数年後には百数十名単位でふえていく

けども、しかし、そのときにはまだマンシ

ョン開発がありますからカバーできない

ということもありますので、その点、やっ

ぱり目の前にある子どもたちをどう保育

を見ていくのか、もっと工夫もし、予算も

つけてやるべきではないかと思うんです

が、それだけ聞かせてください。 

 それから、処遇改善については、やはり

市内の民間保育所の保育士の平均賃金等

の実態は、ぜひ把握しておいていただきた

いと思うんです。 

 例えば、今年度、文教常任委員会で荒川

区に部長も一緒に視察に行ってきて、非常

に財政規模も大きな都市基盤も違うとこ

ろではありましたけれども、地元に保育士
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を呼ぶためのいろいろな工夫もされてい

ました。 

 規模は違うけれども、摂津市も実態を把

握して、摂津市に保育士をたくさんふやし

ていく、そういった改善に努力するために

は実態を把握しないとだめだと思います

ので、その点は要望しておきたいと思いま

すし、今後の活用方法についてもチェック

をしておいていただきたいと思います。 

 本当は、処遇改善を利用するために保育

事業者の方々が、これかなりいろいろな細

かい事務手続をやらないとできない。現状、

人手不足の現場で、こういった事務手続を

やって入ってくる補助金がほんのわずか

であれば、それならやめておこうかという

ような話にもなりかねないようなことで、

本当であれば余りにも低い保育士の処遇

改善、賃金アップのために国にもっと働き

かけをしていかないといけないなという

ことは申し上げておきたいと思います。 

 それから、最後、就学援助費ですけども、

入学準備金の期日は２月１日だけども、若

干２月中であれば何とか支給できるよう

に運用をしていきたいということであり

ますので、できるだけ漏れのないようにし

ていただきたい。できたら新入学児童生徒

学用品費でカバーができるような工夫も

していただきたいと思うわけですが、それ

は希望としておきたいと思います。 

 あわせて、お聞きしておきたいんですけ

れども、小学校の入学時の準備金について

も検討課題であるということであります

が、この点についてどうお考えなのか、も

う１点だけ聞かせていただきたいと思い

ます。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、安藤委員から

のご質問にお答えいたします。 

 今後の仕様書等について、契約方式につ

いてのご質問でございますけれども、先ほ

ども答弁させていただいておりますとお

り、我々といたしましては、単価契約は仕

様書のほうでも提示させていただきたい

と考えております。 

 また、今後のあり方についてのご質問で

ございます。 

 委員のほうからもございましたが、導入

前のアンケート結果で、保護者の８割の方

が小学校と同様の給食を望まれたという

結果ではございましたが、その一方で、生

徒の８割の方が、保護者等がつくるお弁当

を希望されたという結果もございます。今

回のアンケートでも、９０％の方が家庭か

らのお弁当を食べておられるという状況

がございます。 

 まだまだ課題はあるとは考えておりま

すけれども、今後、中長期的には女性の社

会進出や社会情勢の変化も鑑み、時代に応

じた形での給食のあり方について皆様の

ご意見をいただきながら考えてまいりた

いとは思っております。 

 あと、デリバリー方式選択制で、今後３

年間、引き続き進めさせていただく予定で

はございますが、今回、一つの改善で申し

ますと、システムのほうは、現在は利用者

の方に希望確認をとってから登録をいた

だいておりまして、現在、約５０％の方が

利用登録をいただいておるところではご

ざいますけれども、今後、全員登録を前提

とした形でのシステムを考えております。

そのことで、保護者の方の最初の申請等の

負担が軽減されるものと考えております

ので、いつでも食べたいときに、最初の入

金というものは発生いたしますけれども、

スムーズな形で予約していただけるもの
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と考えております。 

 また、現在、献立改善を初め試食会であ

ったり当日販売の実施等、いろいろさせて

いただいております。引き続き、この改善

を進める中で、少しでも多くの方に、デリ

バリー方式選択制給食を食べていただけ

るようやってまいりたいと考えておりま

す。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 小学校１年生の

前倒し支給ということでございます。 

 小学校１年生の前倒し支給につきまし

ては、やはり認定方法でありますとか、周

知方法でありますとか、さまざまな課題が

出てくるかなと考えております。ただし、

他市でも、もう既に導入している市町村も

あると聞き及んでおりますので、その辺あ

たりを参考にしながら検討していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 前馬部長。 

○前馬次世代育成部長 待機児童、特に０

歳から２歳までの待機児童について、現状

としてたくさんおられる中で今後どうし

ていくのかというご質問にご答弁申し上

げます。 

 もちろん大きな課題でありますし、早急

に解消しなければならない課題と捉えて

おります。 

 これまでもさまざまな取り組みをして

まいったところですが、取り組みをしても

しても待機児童がなかなか減らない現状

もございます。引き続き、小規模保育事業

Ａ型をふやし、また既存の認可保育施設の

定員増等についても法人に働きかけ、何と

か０歳から２歳の待機児童の解消に努め

てまいりたいと考えております。 

 また、大規模な保育所の新設、あるいは

建て替えもございます。将来的な子どもた

ちの数というものも見据えながら考えて

いく必要もありますが、特に小規模保育事

業Ａ型については、連携施設等も見つける

際の協力についても努めながら取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 中学校給食については、こ

れからも議論をしていきたいと思うんで

すけども、やっぱり義務教育の一環として

の学校給食であります。もちろん子どもた

ちに意見を聞く、改善点を求めていく、大

事なことですので否定はしません。しかし、

教育環境であるとか、よりよい人格形成や

成長のために、学校施設、教育委員会や教

育行政がどのような環境をつくっていく

のかというのは、あくまでもこれは行政で

あり大人の責任だと思います。 

 教育の内容をやるかやらないかを子ど

もたちにまで聞くのかどうなのか、そうい

ったところが問われると思います。もちろ

ん意見を聞いて改善を図るというのは、こ

れ大事なことです。子どもたちの意見表明

権を大事にしなければいけませんが、施策

を導入していくかどうかという点で、子ど

ものアンケート結果を非常に過大に評価、

課題といいますか、そこを理由にしてなか

なか進められないというのは、これはまた

問題であると思います。 

 もちろん家庭弁当の重要性ということ

もおっしゃる保護者の方もいらっしゃい

ますので、そういった方とも意見調整もし

ながら、しかし何が子どもたちにとってよ

いのかという観点からの議論を我々はや

るべきだということを申し上げておきた

いと思います。その上に立って、デリバリ

ー方式選択制でも改善できることがある
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やないかという意見を、私どももやってき

ているつもりです。 

 ですから、中学校３年生の男子と中学校

１年生、２年生の女子では食べる量が違っ

て、おかわりができるのかどうなのか、現

状ではできない、量が少ない、量が多いと

いう問題もあります。そういったところの

改善は、今回、中にちゃんと入れられてい

るのかどうなのかということがあると思

います。 

 それから、アンケートの結果の中では、

２日間ですけども、お弁当も給食も頼んで

いない、お弁当もコンビニの食べる物も何

も持ってきていないという方が６人いら

っしゃいました。どういった方なのか、も

ちろん担任の方は把握していらっしゃる

かと思います。同じ生徒なのか違う方なの

か、何でそういった状況になっているのか。 

 今、子どもの貧困というのは非常に見え

にくい状況になって、見た目わからなくて

も実は深刻な貧困が進んでいるという状

況があるというのは、恐らく現場の先生や

教育委員会の皆さん方もよく理解してい

らっしゃることであって、見えるところだ

けで判断をしていたら大きな落とし穴が

待っている。義務教育として、きちんとし

た環境を整えるということを申し上げて

おきたいと思います。 

 それから、就学援助については、小学校

の入学前についてもですね、ぜひ早急に実

施を図っていただくようにお願いしてお

きたいと思います。 

 部長から答弁いただいた待機児童の問

題です。 

 保育所がふえれば、さらに潜在的な保育

需要というのが、また顕在化してくるとい

うことで、非常にイタチごっこになってき

た、「ごっこ」という言い方はおかしいで

すけども、潜在的な需要というのは、やっ

ぱり保育需要があるということでありま

すから、そこをきちんと把握をしていくと

いうことが大事だと思います。 

 だからといって、今、国家戦略特区の中

で、保育のいろいろな規制が緩和されてき

ている中で、利益を求めていく株式会社の

参入であったり、保育士の資格を必要とし

ないような保育の導入であったり、一応、

特区ということで認められてはいますけ

ども、それは摂津市の子どもたち、それか

ら保護者にとって、子育ての環境としては、

私は決してよくない悪いことだと思いま

す。 

 これを言いながら、これも言って、非常

に難しい難題を言っているのかもしれま

せんが、やっぱり摂津市の子どもたちの育

つ環境、それから子育て中のお母さん、お

父さんたちを応援する環境をどうやって

つくっていくのかという立場で物事を考

えていただきたいと思います。そういう意

見を申し上げておきます。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２６分 休憩） 

（午前１１時２８分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 議案第 66の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それでは、１点だけお

聞かせをいただきたいと思います。 
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 この議案６５号につきましては、国家戦

略特別区域法ということで、いわゆる地域

限定の保育士についてもですね、しっかり

と認めていこうということなんだろうと

思います。 

 全国的に見ておりますと、この地域限定

保育士という制度を採用しているところ

というのが少しずつ出だしているのかな、

大阪府もその地域というか、一つなんだろ

うと思っておりますけれども、実際に、今、

摂津市の現場で、いわゆる地域限定の保育

士が活躍されておられるということにつ

いて、教育委員会として状況をつかんでお

られるのか、今後、どのようにお考えなの

か、少しお聞かせをいただきたいと思いま

す。お願いします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、地域限

定保育士についてのご質問に答弁いたし

ます。 

 民間保育所のほうでは地域限定保育士

の資格を持った方がどれだけ働いている

かというのは把握していないんですけれ

ども、本市の公立保育所では、現在、地域

限定保育士の資格を持ったものは、臨時職

員として１名働いているところでござい

ます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 現状については、よく

わかりました。 

 もう一つは、今後、地域限定保育士につ

いても摂津市の中で採用していくという

方向をお持ちなのか、それから、民間につ

いてはつかんでおられないというお話で

ございましたので、そこについては、私、

特に地域限定保育士と保育士とで、どのよ

うな差があるのかということについては、

そこまで私自身が納得をして理解できて

いるわけではありませんけれども、そうい

うことについても、今、保育士不足といっ

たことが大きな問題であるということに

ついては、大きな問題として、ざっくりと

した大きな問題としては私もつかんでは

おります。 

 その中で、こういう状況があって国家戦

略特別区域法ということで地域限定保育

士という制度ができてきたわけですよね。

そういうことを考えていくと、やはり摂津

市の民間の状況といったものもつかんで

いきながら、教育委員会として今後どのよ

うにしていくのか方向性を持ちながら、こ

れは対応していくべき問題であろうと思

っておりますので、その点について再度お

聞かせいただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 ただいまのご質

問にご答弁いたします。 

 保育士不足問題が深刻化する中、都道府

県が実施する年に１回の保育士試験に加

えて、２回目の保育士試験を実施すること

で、その合格者は働く地域が、３年間、そ

の自治体に限定されるというものでござ

います。 

 試験の難易度につきましては、通常の保

育士試験と同じとされておりますので、本

市でそのような方が応募された場合、特に

普通の保育士資格を持った方と同じよう

な扱いで採用していきたいと思っており

ます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 今、課長からご答弁い

ただきましてね、ぜひそういったことも、

しっかりと教育委員会としての考えを民

間の事業者の皆さんにもお伝えをしてい
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きながら、今後の本市における保育士不足

ということについても、しっかり対応でき

るように要望をさせていただきます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３３分 休憩） 

（午前１１時３４分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 議案第６６号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に移ります。 

 ありませんか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 議案第６６号について、少

し質問しておきたいと思います。 

 今回、文教上下水道常任委員会の所管は、

子ども医療費助成とそれからひとり親家

庭医療費助成に係るところということで

ありますので、そこではありますけれども、

今回の提案理由が大阪府の福祉医療費助

成制度の再構築に伴うものであるという

ことから、子ども医療費助成、ひとり親家

庭医療費助成、重度障害者医療費助成、そ

れから老人医療費助成と、この四つの福祉

医療費助成制度が今回どのように変わっ

て、摂津市の条例にどんな影響があるのか。

実際、当事者がこの条例改正によってどう

変わっていくのかについて、総括的にご説

明いただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 今回の福祉医療

費助成制度におきましては、大阪府のほう

で市町村と共同設置しました福祉医療費

助成制度に関する研究会において、平成２

２年度以降の対象者の範囲でありますと

か、国の公費負担医療との整合等も考慮し

た中で、持続可能な医療費制度ということ

を重点に、これまで研究検討をされてきた

ところでございます。 

 今回の内容も、やはり、この福祉医療費

助成制度が持続可能な制度構築の観点か

ら、対象者と給付の範囲について選択と集

中を行うとともに、受益と負担の適正化、

この二つを図ることを目的として、この平

成３０年４月から実施するものとなって

おります。 

 大きな内容としましては、これまで四つ

ありました医療費助成の中で老人医療と

障害者医療が整理統合されまして、新たに

重度障害者医療として統合となっておる

ところでございます。 

 それと、ひとり親家庭医療では、裁判所

からのＤＶ保護命令が出されたＤＶ被害

者に対象が拡充されておるところでござ

います。 

 それと、もう一つが、一部自己負担額に

ついて、子ども医療費助成とひとり親家庭

医療費助成につきましては現状維持とな

っておりますが、障害の部分については、

自己負担が上がっておるというところで

ございます。 

 今回、これを受けて、ひとり親家庭医療

費助成と子ども医療費助成のところにつ

いては大きな影響はないものと考えてお

ります。 

 この医療制度の中で、障害児であった子

どもが、これまで障害の医療を受けておら

れた方が子ども医療費助成制度のほうに

何名か移り変わってくるであろうと。また、

老人医療費助成が廃止されましたので、そ
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の分で、ひとり親家庭医療費助成のほうに

何名か移ってくるのではないかと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 大阪府のほうで、国の制度

との整合性であったりとか国民の医療負

担が、高齢化が進んでいったりする中、国

が医療に対しての財政支出を減らして、国

の今の状況で自然増もありながらも抑制

をして、制度そのものを持続的に運用でき

るようにしていこうということでの改正

だと。 

 そのためには、若干自己負担額が市民の

方々にふえている。とりわけ老人の方や障

害の方々は、受けられる範囲がふえる人も

いらっしゃるけども、重度でない方々の中

度・軽度の方々については自己負担額がふ

えていったりすると、また対象から外れて

いくというようなことが、ここに書かれて、

そういった制度が大きな今回の再構築の

中身ではないかと思うんですね。 

 子ども医療費助成とひとり親家庭医療

費助成が、今回、外されて従来どおりとい

うことになりました。この辺の議論につい

て、ほかの障害を持っておられる方、重度

障害の方々が１回５００円で、今までです

と、一医療機関で上限一月１，０００円、

複数医療機関であれば上限２，５００円だ

ったものが、一医療機関の上限が廃止され

て、複数医療機関を受けた場合の上限額が

２，５００円から３，０００円に上がった。

院外薬局についても、今までは医療費助成

の範囲の中で運用できていたものが別の

医療機関で受けたものとして考えられま

すから、そちらでも上限３，０００円とな

ると。 

 そうなりますと、いずれ還付金として返

ってくるかもしれませんが、医者に通院を

したりすることによって、一旦財布から支

出しなければいけない窓口負担というの

が大幅にふえていくというような状況が

生まれてきかねないという問題で、私たち

もこの問題、早期から取り上げて、そうい

う改正、改悪はやめるべきだと声を上げて

きたわけですが、そうした中で子ども医療

費助成とひとり親家庭医療費助成につい

ては、この一部負担額の増額については見

送られたということでありますが、その点

の経過ですね、摂津市がこういった議論の

中でどのように意見してきたのか、その辺

を聞かせていただきたい。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 子ども医療費助

成とひとり親家庭医療費助成のところで

一部負担の据え置きがあったというとこ

ろでございます。 

 これまでの経過といいますか、社会全体

の中で、今、子どもの貧困等いろいろと言

われる中で、やはり子育て支援というとこ

ろの視点が、かなり重要となってきておる

現状がございます。そういうところを含め

据え置きになっているんではないかなと

思っておりますし、これまでも再構築に当

たりましては、市町村のほうから福祉研究

会にも意見聴取をさせていただいており

まして、再構築による対象外となる方につ

いての激変緩和でありますとか、一部自己

負担については過度な負担とならないよ

うに、定額の負担の５００円を維持するこ

とということも意見してきたところでご

ざいます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 子ども医療費助成、ひとり
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親家庭医療費助成については現状維持と

いうことでありますが、大阪府のこの福祉

医療費助成制度の再構築の考え方は、もと

もと、子ども医療費助成もひとり親家庭医

療費助成も入っていたもので、こういった

考え方がこのまま続くようであればね、子

育て支援策のところについても、こういっ

た影響が及びかねない。現に、入院時食事

療養費の補助金が、ずっと削られてきてお

ります。今度も、非課税世帯の重度障害者

の方々の入院時食事療養費も廃止されて、

これは民生常任委員会のほうでやってお

られるから言いませんけれども、そういっ

た流れが出てきています。本当に困ってい

る方々、体のぐあいで、どうしても複数の

病院へ通わなければならないような方々、

入院を必要とする可能性の高い方々への

負担がふえてきている。高齢者の方々は、

年金が減らされる中で保険料の天引きが

たくさんされて、実際に手取りが減ってい

る中で、医者に行く機会を減らさざるを得

ないというような状況が生まれてくると

いうような大きな再構築の流れが起きて

おりますので、私は子ども医療費助成、ひ

とり親家庭医療費助成に限らず、摂津市か

ら影響は大きいんだということをしっか

り大阪府や国にも言って、これは摂津市の

条例ですから、摂津市独自でも、これを踏

みとどまって頑張って、これまでも一部頑

張ってこられたわけですので、頑張ってい

っていただきたいということを申し上げ

ておきたいと思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 次に、議案第６７号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 今回、ひとり親家庭医療

費助成対象者の範囲を拡大ということで、

「教育施設に在学している大学生等」と書

かれているんですけど、まず初めに、この

「大学生等」がついている部分について、

ご説明をお願いします。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 今回のこの条例

の中での「大学生等」につきましては、現

在考えておるところが、大学、それと短期

大学、専修学校の専門課程、高等専門学校

の４年・５年生と、いわゆる日本学生支援

機構でいいます奨学金の給付貸し付け等

の対象とされている教育機関というとこ

ろで、高等教育機関をここで示しておりま

す。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 これは、医療費助成を否

定するものではないので誤解のないよう

にお願いしたいんですけども、大学生とい

いましても、一番気にかかる部分としまし

ては、途中で退学されることもあるという

ことで、退学されたら恐らく助成も受けら

れなくなると理解しているんですけども、

その退学される、されないの部分について

の把握はどうされようとされているのか

ということと、その把握の部分がおくれる

と、助成されている部分を返してもらわな

いといけないということとかが生じる可

能性があるかどうかについて、お聞かせ願

いたいと思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 



- 27 - 

 

○石原教育総務部参事 大学生等の確認

でございます。 

 非常に難しい問題であるというところ

で、これまで検討してきました。最終的な

結論としましては、助成額の支払い方法を

償還払いという方法でさせていただきた

いと思っております。 

 償還払いといいますのは、一旦、医療機

関の窓口で支払いをしていただきしまし

て、その領収書を持ってきていただいて、

還付させていただくという手続でありま

す。その時点で、在学証明書を持ってきて

いただいたり、所得制限の一定の書類であ

ったり必要書類をそのときに持ってきて

いただいて、対象者であるかどうかの確認

をさせていただきたいなと考えておりま

す。 

 その時点で、もし大学生でなければ、も

ちろん大学生でなくなった時点以降の分

については返還を求めていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 その把握の中で、月ごと

日ごとの計算については、事実を知った日、

実際やめられた日等があると思うんです

けど、そのようなところについてはどうお

考えでしょうか。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 大学生等でなく

なった日ということで、今は考えておりま

す。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 楢村委員のほうから質

問されていましたけども、そもそも、この

議案が大学生、学生の方を対象としたまず

理由というのと、ひとり親家庭は、僕もそ

うでしたけども、いろいろ複雑な家庭環境

がある方もいらっしゃいまして、例えば１

８歳になってから高校に通われる、夜間の

高校に通われる方とか通信制の学校に通

われる方、働きながらそういったところに

行かれる方等もいらっしゃるとは思うん

ですけども、そういう方々にはフォローさ

れているのかどうか。 

 あと、働かれるということなので、そう

いう方々は所得があることなんですけど

も、ひとり親家庭の方でもかなりの所得が

ある方もいらっしゃるとは思うんですけ

ども、そういう方々の所得制限とか考えら

れているのか等々を教えていただければ

と思っております。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 今回、この大学生

等、２２歳までの医療費助成制度につきま

しては、第１回定例会における市長の市政

方針の中で、子どもや若者の健やかな成長

を支えることが、やがて全ての世代の安心

と活力につながるものということで、２２

歳までを対象とした大学生等への医療費

助成制度の創設に向けて、これまで取り組

んでまいったところでございます。 

 それを受けて対象者でありますとか所

得制限の検討を行ってまいりました。平成

３０年４月からこども医療費助成につい

て１８歳までを対象とすることが、第２回

の市議会定例会で可決を賜りました。 

 一方、経済支援として、子どもの貧困対

策という視点から今回やはり取り組んで

いく必要があるのではないかということ

や家庭の経済格差というものが教育格差

をもたらすと、それが、ひいては将来の所

得格差へつながると、そういう貧困の連鎖

を断ち切りたいというところで、子どもの
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貧困率の中でも特にその率が高いひとり

親家庭について今回は焦点を当てて、貧困

対策とあわせて高等教育への機会均等と

いうところで、できるだけ高等教育への進

学につながればというところで、今回の条

例を制定させていただいております。 

 それと、就職されている方については除

く形を考えております。 

 それと、あと所得につきましては、児童

扶養手当の所得制限がございますので、そ

ちらのほうを活用させていただきたいと

考えております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 僕の先ほどの質問の中

でありました、例えば夜間学校へ行かれて

いる方とか通信教育の方であるとか、いろ

んな教育機関がふえておりますけども、そ

ういったとこの点について、もう一度お答

えいただきたいのと、そもそも所得格差を

広げないためにというお話でしたけども、

ひとり親家庭の方で家庭の事情で働かざ

るを得ない方々もいらっしゃるとは思う

んですけども、その方々に対しての対応に

至った理由について教えていただきたい

と思います。 

○水谷毅委員長 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 今回、大学生等に

つきましては、日本学生支援機構のほうの

奨学金の対象となるところを基本として

考えておりますし、所得制限もございます

ので、もし働いている方等で所得がある場

合には、そこから外れることもあるかと思

いますし、認められる場合もあるかと思い

ます。 

 それと、今回、あくまでもひとり親家庭

に焦点を当てさせていただいたというこ

とにつきましては、日本での貧困問題とい

うところに焦点を当てたところでござい

ます。当然、ひとり親家庭にも所得の高い

方もおられますし、２人親の方でも所得の

低い方もおられると思いますので、順次、

これから貧困対策としてどういうところ

に焦点を当てていけばいいのかというこ

とをさらに検討を進めていきたいと考え

ております。 

 あと、夜間学校につきましては、就学援

助での負担軽減というのも現状のところ

でございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 そもそも、ひとり親家庭

の方の所得格差をなくすためにされてい

るということなんですけども、何度も申し

上げて申しわけないんですが、その排除さ

れてしまっている方々が０人ではないと

は思うんですね。今後、この条例が長い間

続いていくことを仮定する場合、さまざま

な理由で大学に行けない、学校に行けない

方々がいらっしゃるとは思うんですけど

も、その方々をもう少し考慮してもいいの

ではないかなあと。学校に行っているから

医療費がただになる、ひとり親家庭の方で

さらに大学、１８歳以上で学校に行ってい

ないと医療費が助成されないというのは、

余計逆に格差を広げていくことにはなり

かねないのかなと正直思っているところ

でございます。そういうところをもう少し

熟考というか、考えてもらってから条例を

定めていただければと思っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 この議案につきまし

ては、当初、市長の平成２９年度の市政運

営の基本方針の中で、大学生であれば２２

歳まで助成をしていきましょうという方
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向性が示されました。 

 そのね、条件であれば、正直申し上げま

して私もなかなか賛成をしかねるなあと

いうことは思っておりましたけれども、今

回、いろいろとその条件といいますか、対

象を絞っていただきました。ひとり親家庭

ということに対象を絞っていただいたと

いうことについては、私は妥当なご判断を

されたのではないだろうかなと思ってい

るところであります。 

 今回、お聞かせいただきたいのは、もし、

この議案が賛成多数で可決となった場合

に、教育委員会として実際どの程度の方が

対象となって、どの程度の予算の執行が見

込まれているのか、その点についてお聞か

せをいただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 石原部参事。 

○石原教育総務部参事 現在、考えており

ますところが、高校生の中で、ひとり親家

庭の方が各学年で約１００名程度おられ

ますので、その中で、今、国の大学等への

進学率というのが約４１％でございます。

その中で４年間ということで、約２００名

となりますけども、一家庭が約１．５人の

子どもを抱えるという人口ビジョンがあ

りますので、そこから換算しますと、約１

３０世帯の方が対象になられるんではな

いかと、その世帯主と子どもが対象になっ

てくると。事業費につきましては、平成２

７年度の決算から積算を行いまして、約５

００万円から６００万円という程度を見

込んでいるところでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 その大体の予算の想

定については、よくわかりました。しっか

りとその状況を見定めていただきたいな

と強く思います。 

 と申しますのは、生活保護という制度が

ありますよね。この制度そのものは必要な

制度だと思っておりますが、残念ながら、

この制度を悪用するという事例もあるよ

うですね。 

 その中に、実際は同一の生計の中にある

のに、いわゆる偽装離婚をして生活保護の

対象になっていくというような事例もあ

るとお聞きをしております。 

 ということは、このひとり親家庭の場合

も、そのようなことについてもしっかりと

これから確認をしていかなあかんと思い

ますので、本当にひとり親家庭なのか、い

やそうじゃないんだと、確かに形式として

はそうかもしれないけれども、実態はどう

なのかということについてね、よく把握を

していきながら、この制度の執行に当たっ

ていただきたいということをお願いとし

て申し上げたいと思います。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 年度当初は、子ども医療費

助成制度を高校卒業まで、それから、さら

に２２歳、大学生世代までということで、

市長が当初ですね、方針を表明されました。 

 その後、所得制限等々いろいろな検討を

積み重ねられてのひとり親家庭の大学生

等の方々に対象者を限定されたというこ

とで、今、対象者の数等も根拠も示されな

がらご説明をされていたと思うんですけ

ども、貧困対策と、それから同時に、貧困

が高等教育を阻む、機会均等の状態を正す

というためのものが今回の制度の大きな

目的、理念の一つだと思うんで、そういう

意味では、その目的と当てる施策が直接当

たっていないような気がしています。 

 もちろん医療費助成で支援するという

ことも大事ですが、私は、三好委員が指摘
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されたことは非常に重要だと思っていて、

子育てしていながら高等教育を受けるた

めに何が必要かということになれば、高等

教育の無償化という国際公約が日本には

あるわけです。これが、なかなか国のほう

では進んでいないというのが大もとに問

題があるわけで、給付型の奨学金であると

か高等教育等の無償化について足を踏み

出している、非常に重要でありますので、

そういった観点から摂津市独自の施策と

しても考えていく必要があるということ

を申し上げておきたいと思います。 

 とりわけ、私立高等学校の支援金が支給

されています。今までの貸し出しの奨学金

を廃止したし上で、非常に所得制限が厳し

くなって授業料に対しての補助が出され

ていますが、ひとり親家庭の子どもの教育、

貧困家庭の高等教育を受けてもらうため

の大事な施策という点では、これだけをも

ってやるべきものではないということで

はありますので、その点を申し上げておき

たいと思います。答弁は結構です、要望と

します。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後０時    休憩） 

（午後０時５７分 再開） 

○水谷毅委員長 それでは、休憩前に引き

続き再開いたします。 

 議案第６０号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それでは、最初に単純

な話なんですけれども、今回、債務負担の

追加ということで、２件、限度額を上程さ

れておられます。 

 まずは、この限度額の算定について、ど

のような根拠のもとで出されておられる

のか、まず、その点についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 嶋野委員からご

質問をいただきました。２点の債務負担行

為の積算根拠でございます。 

 一つ目での建物等総合管理事業でござ

いますが、ここの部分につきましては、窓

の清掃とか空調機保守点検、自動扉保守点

検等ございまして、一般的に本庁のほうで

もやられているところに一緒に入って行

う内容があり、今まで水道単体でやってお

ったところがありました。 

 その中の算定のほうでございますが、一

定、複数者、例えばエレベーターでござい

ましたら１者という形になるかと思うん

ですけども、複数競合する内容につきまし

ては見積もりを取らせていただきまして、

見積もりの中から単価の設定という形で

させていただきたいと考えているところ

でございます。 

 もう一つの太中浄水場運転監視等管理

事業でございますが、以前、平成２５年度

から太中浄水場の運転監視業務のほうを

委託させていただいている中、その間５年

間、一定債務負担行為での契約期間で設定

させていただきました。その中で、今度、

また新たな契約というか、５年間で平成３

０年度から平成３４年度までの契約をさ

せていただくという形の中では、この当該

請負業者もございますけど、ほかの業者か

らも見積もりをとりながら、１年間３６５

日、太中浄水場運転監視等管理に携わる経
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費を計上しているところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それでは、２回目をお

聞かせいただきたいんですけれども、かつ

ての議論の中で、太中太中浄水場運転監視

等管理事業においてね、当初の限度額に対

して、相当に、たしか四十数％の額で執行

されていたというようなことがあったと

思います。これの委託ということで、下限

を設定していないというお話がありまし

て、そのことについては特に問題があるわ

けではないというようなご認識だったと

思います。 

 今回の２件のこの債務負担につきまし

ても下限といったことを設けることなく、

これから実際に委託をしていくことにな

るのかね、まずその点について、２回目、

確認をさせていただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 委員のほうから

２回目のご質問をいただきました。 

 前回、たしか平成２４年度でございまし

たか、この太中浄水場の委託業務の債務負

担行為をお願いしました。 

 今回させていただく金額につきまして

は、当然、最低価格を見た金額ではないか

と思います。その中で、委託業務となる中

では、摂津市では、工事のほうには最低制

限価格ということは設けさせていただい

て、やらせていただいているんですけども、

委託のほうには現状では下限がないと。今

回の入札につきましても下限がございま

せんので、その辺で、結果的にどういう形

になるかは別にしまして、現状は無いとい

う内容でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ということは、この２

件の債務負担をどこにお願いしていくの

かということについては、いわゆるプロポ

ーザル形式のような形で、実際どのような

事業をしていただくのかということを総

合的に判断していくと。限度額が設けられ

ておりますので、これを超えない範囲とい

うことについては当然、大前提だと思いま

すけれども、そのような形式で進められて

いくという認識でいいんでしょうか、その

点について確認をさせていただきたいと

思います。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 嶋野委員の３回

目のご質問にお答えします。 

 本件２件ございまして、建物等総合管理

業務委託のほうは本庁と統合してやらせ

ていただいております。その中で、ここの

分は競争入札という形をとらせていただ

きたいと考えております。 

 太中浄水場運転監視等管理委託につき

ましては、制限付一般競争入札で、一定制

限をつけながらも一般入札でやるという

形をとらせていただきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 建物等総合管理事業

については、本庁と総合的にということで

ございますので、そこはしっかりと水道部

としても本庁の判断について見守ってい

ただきたいと思います。 

 その太中浄水場運転監視等管理委託の

ほうなんですけれども、やはり限度額を設

けられたという際には、いろいろと見積も

りも取りながら、限度額でありますけれど

も、いろいろな状況も勘案しながら出され

てきた金額なわけでありますので、そこに



- 32 - 

 

ついては一定尊重していきながら、前回の

ように相当に低い金額での落札というよ

りも、その内容についてもいろいろと見て

いただきながら、私はプロポーザル方式の

ような形でお願いしていくということの

ほうがふさわしいのかなあと思いますの

で、その点は、ある意味、要望として申し

上げたいと思います。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ございませ

んか。 

 安藤委員。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 今、嶋野委員からもご質問

がありました太中浄水場運転監視等管理

事業の債務負担行為についてです。 

 平成２５年度から委託をされていると

いうようなご説明もありましたが、平成２

５年度から平成２９年度、平成２４年度の

３月議会で債務負担行為が計上されてお

ります。当時は２億４，５７０万円の負担

額計上をされております。 

 今回、４億４，８５４万円ということに

なっております。同じ５年契約です。いろ

いろ契約の形態等が変わってきているか

と思いますが、初めてでございますので、

この間の当初の委託契約からの推移です

ね、契約の内容等の変更、それから今回の

更新の内容について、少しご説明いただけ

たらと。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 安藤委員のご質問

にお答えさせていただきます。 

 前回と今回とで、金額が、大分大きくな

っているんですけども、その違いの経過を

ご報告させていただきます。 

 前回の発注の初期、最初のときには、土

曜と日曜と祝日の終日の委託と平日の夜

間の委託だけを範疇としておりました。 

 それが、平成２７年度より終日委託、平

日につきましても昼間も委託するという

形で、３６５日、終日委託という形式に途

中で変わっております。それから、消費税

のほうも額が上がっております。 

 今回につきましては、そのような経過を

踏まえて、今後、消費税が１０％になると

いうことも想定した中で、来年度は８％、

そのあと３年は１０％というような形で

考慮を入れさせてもらっているのと、それ

から人件費につきましても、過去５年から

比べまして、やはり上がっております。そ

れが、額がふえているところの要因になっ

ています。 

 それから、別個に新たな業務委託のほう

も、運転監視業務を入れましてですけれど

も、太中浄水場の運転の管理委託以外に維

持管理のほうにつきましても、１３点ほど

ですけど新たに委託の内容を追加、合わせ

てやっているということもありますので、

当初よりは大分額が大きくなったという

形になっております。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 申しわけござい

ません。先ほどの樫本課長の答弁での消費

税についてでございますけども、平成３１

年９月までは８％、１０月から１０％の内

容で、訂正させていただきます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 太中浄水場の運転監視に

ついては、当初は土日、祝日、それから夜

間やっていたものを、平成２７年から平日

の昼間も、ですから今おっしゃられたよう

に、３６５日２４時間、業者に委託をした

ということで、金額のほうも、限度額も上

がってきたと。同時に、消費税の増税等が

見込まれると、人件費の高騰もあるという
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ことで、今回さらにアップした金額が限度

額としてなったというようなことだと思

います。 

 それで、この太中浄水場運転監視等管理

事業ということについて、本来、市民の皆

さんに安定的においしくて飲めるお水と

して、水質をしっかり管理した上で提供し

ていくという上では、この監視業務という

のは非常に重要なことだと思うんですね。 

 これまでも恐らく建設常任委員会のほ

うでもいろいろ議論してこられているか

と思うんですけども、その点について、摂

津市の職員が、水道局の職員が直接その監

視業務から完全に手が離れてしまって、３

６５日、外部の業者が見ておられるという

ことについて、安全の市としての監視のノ

ウハウ、どんどんなくなっていってしまう

んではないか、または本当に責任を持って

この業務を続けていくことができるかど

うかという不安が率直にあります。 

 文教常任委員会の所管で今までやって

きた小学校の給食で、経営不振によって契

約途中でかわったということがあります

ね。そんなことはそうそうあってはいけな

いことですけども、これはやっぱり民間企

業は宿命として、ついて回ってくることで、

水道というのはライフラインであります

から、この監視業務というのは非常に重要

な業務だと思いますが、市としての監視業

務のノウハウ、それから責任というものは

担保されているのかどうなのか、その点を

お聞かせ願います。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 安藤委員の２回目

の質問にお答えさせていただきます。 

 まず、運転の監視業務なんですけれども、

私ども水安全行動計画などをつくってお

りまして、それでいろいろ送配水設備の運

転に関するマニュアルを設定しておりま

す。 

 それから、水質につきましても、水質の

モニターでデータを常時監督しておるん

ですけども、それにつきましても法律以上

に厳しいラインをつくりまして、問題が発

生しますと私たち職員のほうに連絡がく

るような形になっておりまして、それの連

絡があったときには、私ども職員自身が確

認に行くと。あるいは、技術的な指導につ

きましても、私ども職員のほうが今やって

いるというような状態になっております。

ですので、今の時点で、水の安全、おいし

い水を送るというための担保としまして

は十分とられていると私どもは考えてお

ります。 

 ただ、こういう状態が、ずっと委託が続

きますと、今度、私ども職員の技術継承と

いうのも問題になってきますので、それに

つきましては、今後、継続的ですけども、

今の状態を続けて、技術継承という面では

力を入れてやっていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 今、安藤委員から

のご質問がありました。 

 経営企画課のほうで人事のほうを預か

らせていただいている中で申しますと、今

の技術継承のところでございますが、先ほ

ど樫本課長のほうから答弁がございまし

たとおり、旧来依然、現在実施している委

託の部分から、さらなる委託を拡大という

形、業務の拡大という形がございます。そ

の中でも、浄水場のほうにおきましては経

験豊富な職員を数名配置している中で、特

段、電気関係にも精通している優秀な職員

を配置しております。その中で、業者のほ
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うに十分な指導という形、それとまた技術

継承を含めながら、全て業者のほうに渡す

ことなく、職員のほうもそのノウハウを維

持しながら業務に努めているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 もちろん市が最終的にと

いいますか、安全な水の供給、安定的に供

給していくといった意味では責任を持つ

べきものだと。そのためのしっかりとした

体制も、現段階ではとられているというよ

うなお話だったかと思うんです。 

 やっぱり市のやるべき仕事が、どんどん

アウトソーシングで委託されていくと、い

ろんな分野でも民間委託が進んできてい

る中で、民間委託をするということは、そ

この業者が専門的にノウハウを持ってい

るから民間委託をするということですか

ら、市としたら、業者と業務を一体的に一

緒にやっていくということは委託業務と

いうことにはならないわけですね。 

 逆に言えば、しょっちゅう一緒にやって、

まざって仕事をするということは委託業

務にはならないということになるわけで、

それをやるんであれば直接雇用をしなけ

ればいけないということになりますから、

そういう点からいうと、その運転監視業務

から離れて直接現場を見られない職員が、

これからふえていく中で運転監視業務と、

それから何かが起きたときに走っていっ

て、実際修繕を図ったりする市の職員との

間の連携であるとかそご、もしくはコミュ

ニケーションのそご等があるという可能

性が起きるリスクというのがあるんでは

ないかなと思うんですけど、その点も教え

ていただきたいということと、やはり災害

時の対応とか問題が起きたときの対応に

ついて、いざというとき、やっぱり何とい

っても市の職員が、大分であったり東日本

震災の災害のときでも、職員が素早く行動

をしていただいてライフラインの復旧の

ために頑張っていただくと。特に、田舎の

ほうへ行けば行くほど人手が少なくなっ

てきて、民間委託化することによって災害

復興が非常に進みにくいというようなこ

とを報道等でもお聞きしているんですけ

ども、その点の対応についても、どうなる

のか、聞かせてもらいます。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 緊急時の対応と、そ

れから業務の責任の分担と、その２点のご

質問だったと思うんですけども、お答えさ

せていただきたいと思います。 

 まず、業務のほうですけれども、現状に

つきましてですけれども、今のところ、運

転監視の部屋と私どもの職員が務めてい

る部屋と同じ階でやっております。ですの

で、また毎朝、勤務が始まるときには打ち

合わせをして連絡を常にとれる状態には

させていただいているということで、何か

もし想定よりも、平常よりも違う状態にな

ったときには、当然連絡は職員のほうにも

きますし、それに対する対応についても私

ども今やっておりますので、それでやはり

経験というのは積み重なりますので、それ

はやっぱり今の浄水係の職員が積み重ね

ることによって技術の継承も図られてい

ければいいかと、そのように考えておりま

す。 

 それから、緊急時の件なんですけれども、

一応、来年度の今度の発注のときですけど

も、仕様書のほうは、ほぼでき上がってい

る状態になっております。 

 その中で、まず緊急時に連絡体制を、ま

ず双方が契約をした時点で緊急時の連絡
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体制をきちっと交わすというような約束

にしております。まず、何をもってしてで

もですけれども、この太中浄水場のほうに

職員が来る、職員がまずいるということが

大前提になっております。それから、やは

り緊急になるとばたばたしますけれども、

連絡体制というのはどういうものかとい

うことだけは、きちっと持っておきましょ

うよというのは双方で確認をしていきた

いと思っております。 

 ですので、今の時点ではどこの業者が受

注されるかわかりませんが、とにかく、そ

れを第一に連絡体制につきましてはきち

っとまとめて、それで、いろんな場合によ

って、どうしようこうしようという話をや

っていきたいなと。これにつきましては、

お金のほうで上げることはできませんの

で、やはりその辺は仕様書のほうで上げて、

できる限りどこまでできるかというのを、

相手と内容を聞きながら詰めていきたい

なと、そのように考えております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 どうしてもこの民間委託

と、それから責任ある水道安定供給、運転

監視という業務を考えたときに、あえて民

間委託をすることによって連携をする難

しさ、緊急時の連携のときの難しさ、それ

から日常業務の連絡の疎通のよさ、これ日

常的にまざり合ってやっているんであれ

ば、委託契約としてはおかしな話になって

しまうわけです。 

 ただ、安全のことを考えたら緊密な連絡

をとり合わないといけないという点でい

うと、非常にそこに矛盾が生じやすい問題

があると思うんですね。そこをどう考えて

いくのかというのは非常に大きな問題で

あって、直でやれるのが一番いいと僕は思

っているんですけれども、恐らく民間委託

というのはやっぱり行革の一環の中で人

件費削減等々のものだと思っているわけ

ですけども、その民間委託という、いわゆ

る偽装請負的な問題との関係ですか、安全

のための問題、きちっと区別をされている

ということではあると思うんですけど、そ

の点だけ確認させていただけたらと思い

ます。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 まず、安藤委員のご

懸念に関してですけれども、まず民間委託

のほうに関してなんですけども、水道法の

以前の改正によりまして、全国的には委託

という動きになっております。 

 なおかつ、ただ、今の委託の形態では、

責任については、いろいろな業務について

の責任については全て私ども事業者側の

ほうが受け持つという形になっておりま

す。ですので、その辺につきましての責任

の範囲ははっきりしております。 

 ですので、それに沿ってやはり私どもは

受託責任者に対して、責任を持ってその辺

はこちらのほうからの仕様書とかの、そう

いう形にのっとって業務をしていただく

というのが、ここは一番大前提になるとこ

ろでありますので、これにつきましては変

えられない形でやらせていただいており

ます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からの

ご質問、今、樫本課長のほうからお話をさ

せていただきました。 

 その中で、安藤委員からご心配いただい

ています安全についてでございます。 

 業者の安全、業者と市職員との安全、市

の職員が全てするというのが大前提とい
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うお話が安藤委員からあったと思うんで

すけど、業者のほう、当然、偽装請負の問

題がございます。 

 その中でいいますと、偽装請負は世の中

で問題となっています。一般的に直接指示

とか代表者の指示とかという問題がござ

いまして、一定その辺はルール決めという

か、その辺で職員と業者がまじり合って仕

事をする体制という形はとっていないか

と思います。 

 そしてまた、市役所の中には色々な仕事

がございますけども、当然、水の安全、生

命の安全というところは私ども自負して

いるところでございますが、その業者に問

題がございましたら、その安全を担保でき

ないというところの中では、安全について、

特に業者のほう、衛生面等、重々に指導し、

当然、偽装請負の関係ございますので、指

揮命令系統をはっきりさせながら指導、指

示しているところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 このくらいにしておきた

いと思うんですけども、非常にやっぱり責

任ある仕事を民間業者にお願いするとい

う点でいうと、いろいろな制限、これはも

ちろん、いろいろな理由があっての制限に

なってくるので当然のことではあるんで

すけども、安全とそれから労働法制上の問

題と矛盾がありますので、その点ではいろ

いろな疑問が残るなあと思います。 

 同時に、民間業者との連携を密にとって

いこう、人との交流も至極大事になってく

るということになりますと、５年ごとの契

約で、そこで一般競争入札によって、また

業者がかわる可能性が出てくるんですね。

５年ごとに、また一から積み上げをしてい

かなければならないというようになりま

すね。 

 ただ、それでは随意契約でいくのかとい

うことになると、もともとの民間委託を選

択した目的というのは、民間業者のノウハ

ウであったり、それから適正な競争によっ

てコストを削減していくというような面

があるわけですから、これも相反する問題

があるんだなということは、矛盾として申

し上げておきたいと思います。 

 今回、一般競争入札ですけども、随意で

同じ業者で継続していくというような選

択肢はないんですか、そういう安全を重視

するという、安全を重視しながら、やっぱ

りでも競争原理を働かせてやっていくの

かということ、そこだけ最後に聞かせても

らいたい。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安全のことでご

ざいますが、制限付一般競争入札を今回や

らせていただく事を予定させていただい

ております。 

 ただ、今回、制限付一般競争入札という

形では、当然、指名登録というか市のほう

へ参加申し込みされている業者から応募

をしていただくことと思いますが、一定、

水道技術管理者等々の免許をお持ちとか、

ある程度の資格を持っている方々の、要綱

の中に、そこを網羅した中での応募になっ

てくるかと思います。当然、民間のほうで

も、今、こういう形の部分が委託されてい

る事が多く、水道技術管理者、市のほうで

私のほうがやらせていただいているんで

すけども、水道技術を管理する方の配置と

か、そういうところで安全については重々、

どこの業者が来られても、その辺は配慮さ

れた業者であるということを認識してい

るところでございます。 

 以上でございます。 
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○水谷毅委員長 ほかに質問ありますか。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 新人なので教えていた

だきたいんですけども、委託されたという

ことなんですけども、その委託されたこと

によって費用的にはどれぐらい安くおさ

まっているのかということと、その前に働

かれていた方はどこに配置転換されてい

るのかということだけ教えていただけた

らなと思います。多分決まっているとは思

うんですけど、お願いします。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

ご質問にお答えをさせていただきます。 

 一定委託をさせていただきましたのが

平成２５年度から委託をさせていただき

ました。それ以前、私どもの浄水場職員に

おいて、昔の話で申しわけないんでござい

ますが、３交代勤務の交代勤務の職員で、

それで最大１５名で職員が３交代勤務を

していた時代がございました。 

 その辺で、単純計算でございますが、委

託でどれだけという形の中でいいますと、

当然１５名の職員の人件費というのがご

ざいましたので、ほぼ１億円を近くの人件

費だったかと思います。 

 その中で、当時１億円ほどの人件費の中

でやらせていただいた中で、単年度で言い

ますと今回の債務負担行為は消費税がば

らばらなので単年度のはっきりした数字

は出てこないと思うんですけども、先ほど

嶋野委員がおっしゃっていました通りい

ろいろ事情がございますけども、端的に、

今、見積もっている価格でいくと、当時の

平成２３年、平成２２年の段階に比べまし

たら、大方単年度３，０００万円ぐらいの

経費の削減というか、効率化ができたのか

なと思っております。 

 それと、もう１点は職員のほうでござい

ますね。 

 当然、その間、団塊の世代の方々がおら

れたという状態でございました。その辺で

団塊の世代が退職されて再任用されてと

いう形で、一定の職員が減った。ただ、そ

の当時若い職員、その当時は、まだまだ若

手職員でありましたが、現在は３０代後半

という形の職員も数名いる中では、その職

員につきまして、先ほどから、これは安藤

委員から指摘がありましたとおり、非常時

の対応等々ございますので、一応、水道施

設課の中で現場の修繕部門のほうに、その

職員を配置して、緊急時には浄水場の対応

をしながら、どうしても技術系の職員でご

ざいますので、技術系の職場への配置とい

う形でとらせていただいております。 

 あと、その中でも太中浄水場、全て委託

するという形はとっておらない指揮命令

系統、当然、維持管理という部分もありま

すので業者に対しても、そういう中で現在

も残っている職員も浄水場にはいるとい

うことでございます。 

○水谷毅委員長 ほかに質問ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午後１時２９分 休憩） 

（午後１時３１分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 議案第５９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６６号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午後１時３２分 休憩） 

（午後１時３３分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後１時３４分 閉会） 
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